
２０２５年（令和７年）８月2５日（月）第１８８号

主な記事 １面・第79回定時総会　　　　　３面・「４号特例」が変わります
２面・熱中症対策強化について　４面・国保だより

一般社団法人東京建設職能組合連合会「第79回定時総会」
　2025年 5 月29日（木）午後2時からNBC市谷田町ビルにて「第79回定時総会」が開催され、第1号議案か
ら第5号議案が満場一致で可決されました。
　【提出議案】
●第1号議案：2024年度　事業報告 ●第2号議案：2024年度　一般会計（特別会計含む）の収支決算報告
●第3号議案：2024年度終了に伴う監査報告
●第4号議案：2025年度　事業計画（案） ●第5号議案：2025年度　一般会計（特別会計含む）収支予算（案）

　黒川副会長が議長役に選任され、議事録署名者に加藤氏（早稲田建設業組合）・宮田氏（東調布建築組合）の2名が選任され議事に移り、
第1号議案・第4号議案を五十嵐職員、第2号議案・第5号議案を藤田職員が説明し、第3号議案の監査報告について後藤監事・髙橋監事
より報告があり、全議案が満場一致で承認されました。
　最後に若林副会長より閉会挨拶が述べられ、「第79回定時総会」は無事閉会となりました。
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閉会挨拶をする池田会長 議事進行の様子 会場のNBC市谷田町ビル 当日の会場の様子

役　　職 氏　　　名 年　齢
【任期：2024年5月～2026年5月】一般社団法人東京建設職能組合連合会「役員一覧」
所　属　組　合

会　　長 池 田　 壯（さかえ） 70 八王子南多摩建築組合

副 会 長 黒 川　 修 77 首都圏建築組合

〃 若 林　和 俊 71 昭南建設組合

理　　事 河 野　賢 雄 74 麻布建設組合

〃 宇田川　暁 74 蒲田建築組合

〃 小 林　克 浩 63 蒲田畳業組合

〃 加 藤　良 一 59 （一社）早稲田建設業組合

〃 髙 井　修 一 59 大田緑地組合

監　　事

〃 髙 橋　晃 一 49 （一社）東京表具経師内装文化協会
※2024年9月から監事に就任

後 藤　茂 太 70 東調布建築組合
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東京建設職能組合連合会
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メール :info@kenshoku.or.jp

発行人　池田　壯
〒162-0843　東京都新宿区市谷田町2-20-6
TEL　03（3268）6343　FAX　03（3260）1045
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「各種・特別教育および安全衛生教育講習会」
受講者に対する

補助金制度について

継続事業

【該当する主な講習会】
●職長・安全衛生責任者教育

●フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

●足場の組立て等特別教育

●石綿取扱い作業従事者特別教育

●丸のこ等取扱い作業従事者特別

●玉掛け業務従事者安全衛生教育

●高所作業車運転技能講習

●金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習など

※この他にも多数該当する講習会があります。
　詳しくは連合会事務局（TEL 03-3268-6343）まで

　会員の皆様の経営安定と優良適正施工の推進を図る
ため、連合会では新たに「各種・特別教育および安全
衛生教育講習会」受講者に対する補助金制度（一律
2,000円）を昨年度から立ち上げました。
　対象となる講習会を幅広く設定しておりますので、
資格取得に際してぜひご活用ください。
※受講日が2024年4月以降の講習会が対象となります。顧問弁護士による法律相談

柴田総合法律事務所
弁護士　柴田　浩子　先生

顧問税理士による税務相談
外崎会計事務所
税理士　外崎　淳一　先生

　柴田顧問弁護士、外崎顧問税理士に相談を希望される方は、
専用の相談票（当会ホームページよりダウンロード）に必要
事項をご記入の上、お申込みください。お気軽にご相談
いただければと思います。お待ちしております。
※約30分の電話相談が無料となります。

ご不明な点につきましては連合会（五十嵐・藤田）宛にご連絡ください【TEL 03-3268-6343】

木造建築物を建築する場合の建築確認手続きが見直されます

「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります
改正前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 改正後

改正前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正後

建築基準法第6条第1項
第4号に該当する建築物

木造
2階建て

木造
2階建て

・都市計画区域等内に建築する際
　には建築確認・検査が必要
・審査省略制度の対象

・都市計画区域等内に建築
  する際に、建築確認・検査
  が必要
・審査省略制度の対象

・全ての地域で建築確認・
  検査（大規模な修繕・
模様 替を含む）が必要
・審査省略制度の対象外

確認申請書・図書
（一部図書省略）

確認申請書・図書　　　 構造関係規定等の図書　　   省エネ関連の図書
）要必が出提にた新（       　）要必が出提にた新（

確認申請書・図書（現行と同様に一部図書省略を継続）

●今後、建築基準法施行規則において、申請に必要な図書の種類と明示すべき事項を規定する予定です。

●「省エネ基準への適合義務化」及び「建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲の見直し」に係る改正は、2025
　（令和７）年4月に施行されました。

●今般の法改正に関係する法令（政令、省令、告示）に関する情報、マニュアル・ガイドライン、説明会・
   講習会の開催情報、説明資料・動画など、改正に関する最新情報については、国土交通省のホーム
   ページでご確認いただけます。

改正法第６条第１項
第２号に該当する建築物

改正法第６条第１項
第3号に該当する建築物

木造平屋建て
（延べ面積200㎡以下）

新2号建築物

新3号建築物

❶

❷

❸

発行：国土交通省　住宅局　建築指導課・参事官（建築企画担当）付〈総則班〉　TEL：03-5253-8111

4号建築物 新2号建築物

新3号建築物

4号建築物

確認申請の際に構造･省エネ関連の図書の提出が必要になります

2025（令和7）年4月に施行されました

木造平屋建て
（延べ面積
200㎡超）

+ +

木造
平屋建て 等

　2022（令和4）年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』
（令和4年法律第69号）により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
　同法では、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度（いわゆる「4号特例」）の縮小が措置され、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請
手続き等も変更されます。

資格取得へ
チャレンジ　！
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建 設 職 能 第１８８号２０２５年（令和７年）８月25日（月）

国保組合事務局

建設職能国保

国
保
だ
よ
り

《加入者数》
1,921人組合員

1,930人家　族

116人後期高齢
者組合員

3,967人計
（2025年 6月末現在）

歳
　
　
　
入

国民健康保険料 8 1 3, 2 3 6
国庫支出金 5 5 4, 7 7 1
前期高齢者交付金 3 6, 9 7 3
都支出金 5 5, 8 0 0
高額共同事業交付金 5 2, 1 1 1
繰越金 5 9 2, 0 6 3
諸収入・その他 1 0, 5 2 5

合　　　計 2, 1 1 5, 4 7 9

（単位：千円）

歳
　
　
　
出

保険給付費 8 7 6, 6 2 6
後期高齢者支援金等 2 8 0, 7 4 3
介護納付金 1 3 7, 9 0 7
組合会費・総務費 1 9 7, 4 2 9
高額共同事業拠出金 5 7, 8 2 6
保健事業費 2 7, 3 4 2
予備費・その他 1 1, 7 2 2

合　　　計 1, 5 8 9, 5 9 5

（単位：千円）

令和6 年度　歳入歳出決算 5 2 5, 8 8 4 千円歳入歳出差引残高
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　70歳以上の方が交付の対象となる、高齢受給者証を8月1日に更新しました。医療機
関を受診する際は、資格確認書、高齢受給者証の2点をご持参のうえ、窓口にご提示く
ださい。尚、マイナ保険証の利用登録をされている方については、高齢受給者証の提示
は必要ございません。

　下記の枠内に該当する方は「限度額適用認定証」等を資格確認書、高齢受給者証と併せ
て医療機関等の窓口に提示することで、1ヵ月の同じ医療機関でのお支払いが自己負担限
度額までとなります。「限度額適用認定証」等の発行をご希望の場合は、申請が必要なため、
所属の支部組合までご連絡をお願いいたします。

※上記枠内に記載されている通知が届いていない方は、資格確認書と高齢受給者証の
2点のみのご提示で1ヵ月の同じ医療機関でのお支払いが自己負担限度額までとなり
ます。ただし、マイナ保険証の利用登録をされている方が、オンライン資格確認に
対応している医療機関を受診する場合には、原則、各種証の提示は不要です。マイ
ナ保険証をご利用下さい。

　令和7年9月30日にて従来の保険証の有効期限が満了となる
ことにより、資格確認書等の一斉更新を行います。
　マイナ保険証の利用登録状況により、資格確認書または資格
情報のお知らせを発行いたします。

大 江 戸
温 泉 物 語
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利用登録している方 利用登録していない方

資格情報のお知らせ
が届きます

資格確認書
が届きます

新しい資格確認書等は　9月30日までに
お手元にお届けいたします。

ＴＥＬ　03－6261－2571
ＦＡＸ　03－6261－2572
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被 保 険 者 数
（年度末時点）
組合員 1,940人
家　族 1,979人
前年比較で221人減少

補 助 金 の 状 況
療養の給付、後期高齢者支援金などの補
助対象事業費に対し、国庫・都費補助金
は約6億1千万円の収入となり、前年度
より約3.43％の減額となりました

保 健 事 業
　・特定健診受診者 941人
　・特定保健指導利用者 20人
　・がん郵送検診（大腸がん検査・子宮頸がん） 166人
　・人間ドック受診者 118人
　・インフルエンザ予防接種 373人
　・出産した10世帯へ月刊誌を贈呈
　・医療費のお知らせを11月・2月に送付
　・ジェネリック医薬品差額通知を年3回実施

今年度から開始された
　・保健事業施策に対する補助 1件（ボウリング大会）
　・糖尿病重症化予防 5人

国 民 健 康 保 険 料
組合員と支部の皆様のご協力で

100％収納しました

保 険 給 付 の 状 況
収支に一番大きな影響を与える医療費は

1人当たり223,686円でした

前期高齢者交付金
2％

諸収入・その他
1％

高額共同事業交付金
2％

都支出金
3％

後期高齢者支援金等
１8％

介護納付金
9％

組合会費・総務費
12％

保健事業費
2％ 予備費・その他

1％

高額共同事業拠出金
3％

国民健康保険料
38％ 保険給付費

55％

国庫支出金
26％

繰越金
28％

令和 6 年度　事業報告概要

高齢受給者証を更新しました高齢受給者証を更新しました

医療機関の窓口でのお支払いが高額になりそうな時は…

高齢受給者証と一緒に以下の通知が届いた方
　・「国民健康保険限度額適用認定証」の申請手続きについて
　・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きについて

●マイナ保険証の利用登録状況
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資格確認書等の一斉更新について


